
酉
持
ち
回
り
閣
議

内
閣
人
第
一
一
《
号

上上茂
木
国
務
大
臣

茂
木
国
務
大
臣

萩
生
田
国
務
大
臣

萩
生
田
国
務
大
臣

川川

国国国国

務
大
臣

務
大
臣

一

閨’|内

！

坂
井

学

。

内
閣
総
理
大
臣

窪

内
閣
官
房
長
官
㈹
鯛
…
鰻
ゞ
〃
…
責
譲
鰯

…
Ｉ
Ｃ

届

准
由
、
圃
務
大
崖
愈
ゞ
・
務
大
罠
偲
〆
＊
国
務
ゞ

蹴
亨
上
国
務
大
臣
陸
井
上
国
務
大

仏
一
ゞ
⑭
皇
火
。

珍
小
柴
国
務
＊

↑

梶
山
鬮
務
大
臣
塗

『

田
村
国
務
大
臣
念

岸
国
務
大
臣
っ
義多

瞳

坂
本
国
務
大
臣

麻
生
鬮
務
大
臣
急

加
藤
国
務
大
臣
想
盆
一
唾
一

起案

令
和
島
年
九
月
一
六
日

裁
可

令
和
年
月
日

令
和
年
月
日

上
奏

令
和
年
月
日
施
行

令
和
年
月
日

決
定

Ｆ

令
和
二
年
，
菰
月

《
〈
ｐ
Ｈ



｜

’

、

I

’ 』

’

1

｜’

’ 閣内

１
１

口

’

内
閣
官
房
副
長
官
に
任
命
す
る

’

杉
田
和
博



内閣人第 号

令和 年 月 日

長
長

緋
緋
議
議
衆
参

､,■㈱

内閣総理大臣

’
知通

下記のとおり発令いたしました。
草

『

記

学
樹
博

坂井

岡田

杉田

直
和

＃

内閣官房副長官に任命する

(以上9月16日付）

’



&

■
ｑ
■
■
旬
■
■
Ｐ
■
。
ｂ
●
召
■
■
己
◆
参
・
ｑ
・
■
●
０
Ｆ
■
■
■
甲
ｑ
ｑ
■
７
Ｅ
■
ｑ
■
■
■
■
ｐ
■
■
●
■
■
■
ｇ
■
、
Ｒ
■
●
●
■
、
■
■
■
ｒ
■
■
２
５
●
Ｕ
ｐ
■
■
■
ｐ
■
■
■
Ｕ
、
■
■
寺
、
ｐ
■
■
Ｅ
Ｄ
Ｅ
■
Ｆ
■
■
■
Ｂ
ｐ
Ｂ
Ｅ
Ｄ
■
Ｄ
ｚ
ｌ
Ｕ
■
け
り
■
日
Ｂ
Ｄ
■
ｐ
■
ｐ
Ｐ
■
５

二

七

一

○

九

’
一
一

－

四

衆
議
院
議
員
当
選
（
第
四
七
回
総
選
挙
）

一
一

一
一
一

解
散

一
一

一
ハ

九

四

願
に
依
り
本
官
並
び
に
兼
官
を
免
ず
る

復
興
大
臣
政
務
官
に
兼
ね
て
任
命
す
る

一
一

五

二

一
ハ

国
土
交
通
大
臣
政
務
官
に
任
命
す
る

一
一

四

一
一
一

△

--,- .ニ

ノ､

衆
議
院
議
員
当
選
（
第
四
六
回
総
選
挙
）

一
一
一

七

一
一
一

解
散

－

七

九

’
一

衆
議
院
議
員
当
選
（
第
四
四
回
総
選
挙
）

平
成

一

ﾌ1コ

一
一
一

東
京
大
学
法
学
部
政
治
学
科
卒
業

年

月

日

履
歴
事
項

生年

月日

昭
和
四
○
年
九
月
四
日

氏名

坂
井
学

さ
か
い
ま
な
ぶ



令
和
元

一

一

▲

○

一
一

九

平
成
二
八

年

一

○

－

○
一
一

－一

○
九 八 八 月

四
一
一

四
四

一
一

一

一
一
一
一

二

八
七 五 日

右
辞
任

財
務
金
融
委
員
長
に
補
欠
選
任

願
に
依
り
本
官
並
び
に
兼
官
を
免
ず
る

内
閣
府
副
大
臣
に
兼
ね
て
任
命
す
る

総
務
副
大
臣
に
任
命
す
る

地
位
を
失
っ
た

国
家
行
政
組
織
法
第
一

六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
次
安
倍
第
三
次
改
造
内
閣
の
副
大
臣
は
そ
の

衆
議
院
議
員
当
選
（
第
四
八
回
総
選
挙
）

解
散

内
閣
府
副
大
臣
に
兼
ね
て
任
命
す
る

総
務
副
大
臣
に
任
命
す
る

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

履

歴

事

項



晩

4

’

■
■
■
■
８
０
■
甲
■
０
９
９
り
。
。
●
。
■
甲
Ｕ
○
日
■
■
■
■
■
Ｉ
Ｕ
９
■
Ｉ
■

一
一

九

国
士
交
通
大
臣
政
務
官
に
任
命
す
る

ノ

失
つ

た

九

一
一

四

国
家
行
政
組
織
法
第
一
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
福
田
改
造
内
閣
の
大
臣
政
務
官
は
そ
の
地
位
を

一
一

○

八

一
ハ

国
土
交
通
大
臣
政
務
官
に
任
命
す
る

一
一

一
ハ

参
議
院
議
員
任
期
開
始

一

一
ハ

七

一

■■■■■■■■■■ﾛ■

第
二
○
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
当
選

ｰU一

四

一

一

■■■■■■■■■■■■

一一

九

石
川
県
議
会
議
員
（
平
成
一
五
年
四
月
二
九
日
ま
で
）

一
一
一

九

一
一

八

（
株
）
北
都
鉄
工
取
締
役
就
任

四

一

（
株
）
北
國
新
聞
社
（
平
成
一
二
年
六
月
三
○
日
ま
で
）

平
成

元

《
ハ

二

○

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

年

月

日

履
歴
事
項

生年

月日

昭
和
三
七
年
六
月
九
日

氏名

岡
田
直
樹

お
か
だ
な
お
き



〃

'

令
和

｡ ■■■■■■■■■■■

兀

一
一

八

一
一

七

一
一

四

－ぬ

一
一
一
一

一
‐
’
一
一■

平
成
一
二

年

九 八 七
‐ ▲

○

一

○

一

○
七 九 月

一
一 五

一
一

｛
ハ

一
一

五

一

○
九
一
一

九

一
一

○

一
一

一
ハ

一
一

五

’
一

一も

一
ハ

日

内
閣
官
房
副
長
官
に
任
命
す
る

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

参
議
院
議
員
任
期
開
始

参
議
院
議
員
任
期
満
了

第
二
四
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
当
選

財
務
副
大
臣
に
任
命
す
る

右
辞
任

国
土
交
通
委
員
長
に
当
選

参
議
院
議
員
任
期
開
始

参
議
院
議
員
任
期
満
了

第
二
二
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
当
選

国
家
行
政
組
織
法
第
一

七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
麻
生
内
閣
の
大
臣
政
務
官
は
そ
の
地
位
を
失
っ
た

履

歴

事
項
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ヘ

&

五
七

一
一

一

七

内
閣
調
査
官
・
後
藤
田
国
務
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱

五
六

八

一
一
一

警
視
庁
警
備
部
理
事
官
兼
警
備
第
一
課
長

五
五

一
ハ

一
一

五

警
察
庁
警
備
局
外
事
課
理
事
官

五
一
一

五

一一一一一

一
ハ

在
フ
ラ
ン
ス
日
本
国
大
使
館
一
等
書
記
官

五
○

一
一

七

警
視
庁
警
務
部
教
養
課
長

四
八

八

四

警
視
庁
本
富
士
警
察
署
長

四
六

八

二

四

栃
木
県
警
察
本
部
刑
事
部
捜
査
第
一
課
長

四
四

人

一

一

一

○

山
梨
県
警
察
本
部
刑
事
部
捜
査
第
二
課
長

四

｡ q■ 一一ム

警
察
庁
入
庁

●
己

昭
和
四
一

一
一
一

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

年

月

日

履
歴
事
項

生年

月日

昭
和
一
六
年
四
月
二
二
日

氏名

杉
田
和
博

す
ぎ
た
か

●
ー

す
ひ
ろ



よ

ｒ

ノ

一

■■■■■■■■l■

呈三
九
一
ハ 五 四 二

平
成

元
一
ハ
ー
ニ

｛
ハ

（

一
一

=〕

÷

ノ、

○

五
八

年

－

四
一

○

一
一
一 九 －

一
ハ 五 七 八 四

一
一
一

月

四 四
一

八

一
一
一

一

－

一
一
三

○

二

九

一
一

五

ー

八
八
一
一

七
日

退
官

内
閣
官
房
内
閣
情
報
調
査
室
長

警
察
庁
警
備
局
長

神
奈
川
県
瞥
察
本
部
長

警
察
庁
長
官
官
房
総
務
審
議
官

警
察
庁
警
務
局
人
事
課
長

警
察
庁
警
備
局
公
安
第
一
課
長

警
察
庁
警
備
局
外
事
第
一
課
長

警
察
庁
警
備
局
外
事
課
長

鳥
取
県
警
察
本
部
長

警
視
庁
第
一
方
面
本
部
長
兼
警
務
部
参
事
官

藤
波
国
務
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱

履
歴

事
項



f

1

一
一

九

二
一
ハ

＝

四

一

｛
ハ

一

五

平
成
一
三

年

一
一 八

一
一
一

ー

一

一

■一

一
一 四

一幸 月

－

一
一
一

一
一

四

一二

四

一
一

一
ハ

一
一

一
一
一

一

九

－

九

一
一

一
ハ

一

一
や

一
ハ

一
｛
ハ 日

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

内
閣
人
事
局
長
に
指
名
す
る

内
閣
官
房
副
長
官
に
任
命
す
る

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

内
閣
官
房
副
長
官
に
任
命
す
る

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

〃

内
閣
危
機
管
理
監
に
任
命
す
る

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

内
閣
危
機
管
理
監
に
任
命
す
る

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

内
閣
危
機
管
理
監
に
任
命
す
る

内
閣
情
報
官
に
任
命
す
る 履
歴

事
項

｡

●



間

I

平
成
二
九

年

一
一 月

一

日

I

内
閣
人
事
局
長
に
指
名
す
る

内
閣
官
房
副
長
官
に
任
命
す
る

ザ

履

歴

事

項


